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人工知能技術戦略コンソーシアム運営要領

 名古屋工業大学産学官金連携コンソーシアム規程（2019 年２月 19 日規程第 23 号）に基

づいて設置する人工知能技術戦略コンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下の

とおり運営要領（以下「本要領」という。）を定める。

（設置及び運営）

第１条 名古屋工業大学 NITech AI 研究センターに、人工知能技術戦略コンソーシアム（以

下「本コンソーシアム」という。）を設置し、名古屋工業大学産学官金連携機構（以下

「産学官金連携機構」という。）と連携して運営する。

（目的）

第２条 本コンソーシアムは、企業・大学・研究機関の組織横断的な交流の場を提供する

ことにより、人工知能技術と IoT 技術に関連する情報の共通認識を構築し、コア技術の

深い理解を得るとともに、次世代の社会システムの仕組みを共創を通じて創成すること

を目的とする。

（事業）

第３条 本コンソーシアムは、第２条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業（以

下「本事業」という。）を行う。

一 人工知能技術（データサイエンス）技術や IoT 技術に関連した技術習得セッション

二 人工知能技術や IoT 技術に基づく技術戦略共創セッション

三 前２号に掲げる事業により創出された成果物に係わる試作・予備試験・実証・市場

調査等

（会員）

第４条 会員とは、本要領に賛同し、本事業の推進を図る者で、次条第２項及び第３項に

基づき入会を承認された法人ゴールド会員及び法人ブロンズ会員（以下「会員」という。）

をいう。

一 会員は、法人又は団体とする。第９条第１項第１号及び第２号に規定する会費一口

につき、本事業に各回１名が参加できる。ただし、産学官金連携機構の要請により

参加する者はその人数から除くものとする。

二 法人ゴールド会員は、前条第１項第１号及び第２号に参加できる。

三 法人ブロンズ会員は、前条第１項第２号に参加できる。

（会員の入退会等）

第５条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、別紙入会申込書（以下「申



込書」という。）を産学官金連携機構に提出するものとする。

２ 会員の入会については、その者の入会を適当と産学官金連携機構が認めた場合、会員

として加入することができる。

３ 会員で退会を希望する者は、事前に理由を付した退会届を産学官金連携機構に提出

し、当該退会届を受理した産学官金連携機構は、これを承認するものとする。

４ 会員は、申込書に記載された内容に変更があったときは、速やかにその旨を産学官金

連携機構に届け出るものとする。

５ 会員が次の各号いずれかに該当するものと認められるときは、産学官金連携機構がこ

れを除名することができる。

一 会費の滞納があるとき

二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき

三 本要領を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

（会員の権利・義務）

第６条 会員は本事業に参加する権利を有する。

２ 会員は、次の各号の義務を負う。

一 会員は、第９条第１項に規定する会費を負担するものとする。

二 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に係る諸規

程を遵守し、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとす

る。

三 反社会的勢力との関わりを持たないこと。

（事務局）

第７条 本コンソーシアムの事務局は、産学官金連携機構内に置く。

（会計年度）

第８条 本コンソーシアムの会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日までとする。

（会費）

第９条 本コンソーシアムの運営に要する経費は会員からの会費をもって充てる。

一 法人ゴールド会員の一会計年度の会費は、一口１００万円（消費税を含む）とし、

一会計年度につき６月までの申込に限る。

二 法人ブロンズ会員の一会計年度の会費は、一口７０万円（消費税を含む）とする。

２ 既納の会費については、退会により還付しない。ただし、天災等やむを得ない事由に

より、事業が継続できなくなった場合、会員からの請求に基づき還付することができる。

（予算及び決算）

第１０条 事務局は、当該事業年度の収入及び支出について会員に報告しなければならな

い。



（情報の取扱い）

第１１条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間におい

て開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。

２ 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る

会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し、当該開示情報の取り扱いを定め

ることを原則とする。

３ 会員は、本事業の遂行及び本コンソーシアムの運営において、事務局が必要と認めた

情報を事務局に開示しなければならない。事務局は、開示を受けた情報を本コンソーシ

アムの目的以外で使用または開示してはならない。

（知的財産権の留保及びその取扱い）

第１２条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産（産

業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの）に係る権利を留保するもの

とし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾若しく

は移転をするものと解釈してはならない。

２ 前条第２項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき

発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等の契約の定めによるものとする。

３ 本事業で創出された成果物に係わる試作等を実施する場合、別途秘密保持等の契約を

締結し、知的財産等の取り扱いを定めることとする。

（解散）

第１３条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの運営が困難となった場合、産

学官金連携機構がこれを行うものとする。

（要領の改廃等）

第１４条 本要領の改廃については、産学官金連携機構が行う。

（設置期間）

第１５条 本コンソーシアムの設置期間は、２０２２年３月３１日までとする。ただし、

産学官金連携機構において、事業を継続するとした場合、引き続き１年間延長するもの

とし、以後も同様とする。

（補則）

第１６条 本要領の定めるものの他、本コンソーシアムの運営に必要な事項は産学官金連

携機構が別に定めることができる。

   附 則

 この要領は、2019 年４月１日から施行する。


